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R8.4.2 R8.10.1 ６か月 公正取引委員会は、東京都発注の浄水場排
水処理施設運転管理作業における見積参加
業者に対し、独占禁止法第３条（不当な取
引制限の禁止）の規定に違反する行為を
行ったとして、令和元年７月１１日、違反
事業者を公表するとともに排除措置命令及
び課徴金納付命令を行った。
それに伴い、違反事業者に対して指名停止
措置を行ったが、水ing株式会社について
は、愛知県が発注する建設工事及び測量・
設計・建設コンサルタント等業務の有資格
者ではないため、指定停止措置の対象外と
した。
今回令和８・９年度入札参加資格者名簿と
して更新されるが、この入札参加資格者名
簿に水ing株式会社が登録されることになっ
たため、愛知県建設工事等指名停止取扱要
領第４条第１項(別表第３－１)及び第６条
第６項に基づき、指名停止措置を行うもの
である。
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